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2023年   ７月

　計量器（はかり）を取引や証明に使用している方は、必ず検査を受けてください。この検査を受けずに、「はかり」
を取引・証明に使用することは、計量法違反行為となります。

※計量器の検査手数料は「岐阜県収入証紙」での納入になります。当日、証紙を購入し受付へ提出してください。受
付では現金のお取り扱いは一切できませんのでご了承ください。検査手数料のお問い合わせは、岐阜県計量検定所
へお願いします。

蛭　川

坂　下、
川　上

福　岡

山　口

加子母

付　知

地　区 期　日 時　間 検査会場

７月21日㈮

７月25日㈫

７月26日㈬

７月27日㈭

７月28日㈮

７月28日㈮

蛭川公民館

坂下総合事務所
第二庁舎

福岡公民館

ＪＡ坂下支店
山口営業所

加子母公民館

13：00～15：00

９：30～14：30

９：00～14：00

９：30～10：30

10：00～11：30

13：00～15：00

令和５年度　計量器定期検査を実施します

阿　木

落合、神坂、
馬籠

坂　本

苗　木

全地域

地　区 期　日 時　間 検査会場

８月 ７日㈪

８月 ８日㈫

８月 ９日㈬

８月10日㈭

８月22日㈫

８月23日㈬

阿木事務所

落合公民館

坂本公民館

苗木交流センター

中津川商工会議所

13：00～15：00

９：00～11：00

９：00～11：00

９：00～11：00

９：00～15：00

９：00～14：00

岐阜県計量検定所（☎058-254-8188）　　
　　 商業振興課（☎内線 4267）担当課

付知公民館
トレーニング室


